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第第１１３３章章  そそのの他他  

１１  裁裁判判所所をを利利用用ししたた労労使使紛紛争争のの解解決決    

労使のトラブルを解決する裁判所の手続きには、様々なものがあります。

各手続きにはそれぞれ特徴があり、トラブルの実情を踏まえ、どの手続きを

利用するのが良いのかを十分に検討することが大切です。 

（（１１）） 労労働働審審判判制制度度（（地地方方裁裁判判所所））  
（（労労働働審審判判法法１１条条、、２２条条、、７７条条、、９９条条、、１１５５条条、、２２１１条条、、２２２２条条））  

労働審判は、原則として３回以内の期日で審理を終えることになって

いるため、迅速な解決が期待できます。手続きは非公開であり、労働審

判官（裁判官）1 名と、労働関係の専門家である労働審判員２名で組織

する労働審判委員会が中立かつ公正な立場で審理し、まずは調停とい

う話合いによる解決を試みます。 

調停がまとまらない場合には、事案の実情に即した解決をするための

判断（労働審判）をします。なお、審判に対する適法な異議申し立てが

あれば労働審判は効力を失い、訴訟手続きに移行します。 

この制度を利用するにあたっては、的確な主張、立証を行うことが重

要で、専門家である弁護士に依頼する事が望ましいと思われます。 

   ※労働審判事件申立て：福岡地方裁判所、同小倉支部。 

＜＜労労働働審審判判手手続続のの流流れれ＞＞ 

    

トラブル発生
期日における審理
(労働審判委員会）

調停成立

○解雇
○給料、退職金
などのトラブル

○話合いによる
解決

申立て 労働審判

（異議なし）

○地方裁判所（本
庁又は一部の支
部）
○申立てには、申
立手数料、郵便
切手等が必要で
す。

○トラブルの実
情に応じた解決
策の提示

（異議申立

て）

訴
訟
手
続
に
移
行

労
働
審
判
失
効

確
　
定

○審理
　原則として３回以内の期日の中で、事
実関係や法律論に関する双方の言い分
を聴いて、争いになっている点を整理し、
必要に応じて証拠調べを行います。

○調停
　話合いによる解決の見込みがあれば、
いつでも調停を試みます。

第１回期日 第２回期日 第３回期日 確定した労働審

判や成立した調

停は、裁判上の

和解と同じ効力

があり、強制執行

の申立てが可能

です。
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（（２２）） 少少額額訴訴訟訟（（民民事事訴訴訟訟法法３３６６８８条条、、３３７７００条条））  
６０万円以下の金銭支払い請求に限り、簡易裁判所で原則として１回だ

けの審理で結論が出せる訴訟手続きです。 

自分一人でも手続きできますが、原告側が争点整理や書類の準備を

行う必要があり、詳細は裁判所に相談するとよいでしょう。 

 

（（３３）） 支支払払督督促促  

（（民民事事訴訴訟訟法法３３８８３３条条、、３３８８６６条条、、３３９９５５条条、、３３９９６６条条）） 

金銭の支払いだけを求める場合に利用できる手続きで、簡易裁判所の

所管です。「支払督促申立書」に必要事項を書いて提出すれば、裁判所

は申立者の言い分（書類の審査）だけで、支払い督促を出します。 

相手方から異議申し立てがなければ、確定判決と同じ強制力を持つこ

とになります。 

相手が異議申し立てをすれば本訴（通常訴訟）に移行しますが、この

時点で申立者が支払督促を取り下げすれば、移行した本訴は終了となり

ます。 

 

（（４４）） 民民事事調調停停  

（（民民事事調調停停法法１１条条、、２２条条、、５５条条、、６６条条、、１１４４条条、、１１６６条条）） 

裁判官と調停委員が、当事者の間に入って、お互いの事情を聞き、簡

易な事案から複雑困難な事案まで、実情に応じた話合いによる解決を図

る手続きで、簡易裁判所の所管です。 

お互いが納得できなければ、調停案を受け入れる必要はなく裁判所も

強制的に受け入れさせることはできません。 

手続きが簡易で、訴訟に比べると費用も安く、特別の法律知識がなくて

も自分一人で行うことができます。 

 

 （（５５））本本訴訴（（通通常常訴訴訟訟））  

調停や他の方法で解決できない時、最後の手段として訴訟の選択とい

うことになります。裁判所で証拠を調べて、裁判官が判断し命令すること

で、強制的に解決を図るもので、一般的には弁護士を立てて争うことにな
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り、費用対効果の検討が必要でしょう。 

（（６６）） 裁裁判判費費用用のの立立替替ええ等等（（民民事事法法律律扶扶助助））  
日本司法支援センター（法テラス）では、経済的に余裕のない方などが

法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合、弁護

士・司法書士の費用等の立替えを行っています。扶助事業の対象者は、

国民又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人個人です。法人・

組合等の団体は対象者に含まれません。 

 

★★★★問問いい合合わわせせ先先★★★★  

日日本本司司法法支支援援セセンンタターー（（法法テテララスス））（Ｐ１６１参照） 

 

２２  公公益益通通報報者者保保護護法法  （（公公益益通通報報者者保保護護法法３３～～５５条条、、７７条条、、１１１１～～１１３３

条条、、２２１１条条、、２２２２条条、、同同法法別別表表第第八八号号のの法法律律をを定定めめるる政政令令））  
国民生活の安心・安全を損なう企業不祥事は、内部告発をきっかけに明ら

かになることが少なくありません。 

公益通報とは、企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者、退職

後１年以内の退職者、役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限

を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。 

公益通報者保護制度は、労働者が公益のために通報を行ったことを理由

として解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう、どこへどのような内

容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。  

■■公公益益通通報報ををししたたここととにによよるる不不利利益益なな取取扱扱いいのの禁禁止止  

労働者が公益通報したことを理由として解雇された場合、その解雇は無効

です（派遣労働者が労働者派遣契約を解除された場合も同様に無効です）。

また、降格、減給等の不利益な取扱いを行うことは禁止されます。しかし、公

益通報者保護法にはこうした不利益な取扱いに対する罰則はありません。 

不利益な取扱いが行われたことが内部公益通報対応体制の整備義務等

に違反していると評価される場合等には、消費者庁による助言、指導、勧告

または公表の対象になり得ます。もし、こうした不利益な取扱いを受けた場合

は、労働者支援事務所や国の労働局が行う「あっせん」による自主的な解決

や、労働審判や民事訴訟といった司法的手続によりその無効を争うことで、

解決を図ることになります。  
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なお、令和７年６月の法改正では、監督省庁の権限強化など体制整備の

徹底及び実効性の向上、公益通報者にフリーランスを加えるなど公益通報

者の範囲拡大、公益通報を妨げる行為の禁止など阻害要因への対処、不利

益な取り扱いをした者への刑事罰の新設など不利益な取り扱いの抑止・救済

の強化などの措置を講ずることとし、公益通報者の保護が図られています。

（令和８年１２月１日から施行）詳しくは、消費者庁ホームページ「公益通報者

保護制度」をご覧ください。  

URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnershi

ps/whisleblower_protection_system/ 

★★★★問問いい合合わわせせ先先★★★★  

公益通報者保護制度相談ダイヤル（消費者庁） 

（TEL ０３-３５０７-９２６２ 平日９：３０～１２：３０、１３：３０～１７：３０)  
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